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最新税務情報－２１　平成21年度創設の不動産活性化税制について

平成２１年度の税制改正で新設された２つの不動産活性化税制の特徴が法律が開示された
ことにより、より詳細に分かってきましたので、解説をします。

１、０００万円特別控除制度のポイント

１　居住用土地でも事業用土地でもＯＫ！
２　ただし、第三者からの取得が必要　配偶者、同族会社等からの取得は不可
３　一方、売却先については制限無し。よって、関連会社への売却も可能
４　特別控除は、事業年度ごとに判定。よって、事業年度をずらせた複数土地で活用が可能
５　３、０００万円特別控除、買換特例等の他の特例等の併用は不可

土地先行取得＆圧縮特例のポイント

１　個人の場合には、不動産所得、事業所得、山林所得があることが必要
２　法人の場合には、業種規制は無し
３　だだし、第三者からの取得が必要　配偶者、同族会社等からの取得は不可
４　個人の場合には、事業に供している不動産を売却する必要がある
５　該当する不動産を購入した年度に、必ず届出書を提出しておかないと使えない（注意！）
６　３、０００万円特別控除、買換特例等の他の特例等の併用は不可

この２つの特例を併用することは不可
（措法66の２第14項二号ロ）
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1　平成21年及び22年に土地を取得した場合の1,000万円特別控除制度（新設規定）

適用対象者
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに国内の土地を取得した個人
又は法人で、譲渡した年の1月1日時点で5年超保有した場合。

21 22 23 24 25 26 27 28 29

22 23 24 25 26 27 28 29 30

取得 保有が必要な期間

取得 保有が必要な期間 　　　売却可能期間

　　　売却可能期間

取得費 譲渡費用 減税額

個人 200万円

法人 400万円

算式

1,000万円×20％＝

売却益

△1,000万円 課税所得 1,000万円×40％＝
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土地の範囲

①　国内の土地等（借地権を含む）に限定　

②　居住用、事業用いずれの土地の場合にも対象となります。

個人＆
法人

個人

法人 ③　棚卸資産を除く

取得先の
制限は？

個人

①　配偶者、直系血族、同一生計の親族、内縁関係者からは不可

②　相続、遺贈、贈与及び交換による取得も不可

法人

　合併法人等が適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立により、
　被合併法人等が平成２１年から平成２２年までの指定期間内に取得した
　土地等の移転を受ける場合には、合併法人において特例の適用が可能
　です。

売却先の
制限は？

個人＆
法人 ①　特に無し

1,000万円控除

の制限は？
個人＆
法人

①　同一歴年、同一事業年度ごとに1,000万円が限度。

個人＆
法人 ①　その者の同族会社からの取得、同族会社間での取得は不可
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次の特例との
併用は不可

個人＆
法人

①　居住用財産の譲渡の３，０００万円の特別控除（個人）
②　収用の場合の５，０００万円の特別控除及びその他の特別控除（個人）
③　各種の交換、買換え特例（個人＆法人）

申告時の注意点

個人

以下の資料の保存し、確定申告書に（写し）の添付が必要です。
１　売買契約書
２　登記事項証明書
３　売買代金領収書
４　仲介手数料領収書
《以下は、非事業用資産の場合には、取得費として活用しますので、保存が必要です。
５　登記費用の領収書
６　不動産取得税の領収書

法人
以下の書類の添付が必要です。
１　本特例に係る別表
２　計算の明細書
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2　平成21年＆22年取得土地金額までの売却益80%圧縮特例（新設規定）

適用対象者
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに国内の土地を取得した
事業者で、翌事業年度以降10年以内に他の土地を売却した個人及び法人

100,000
売却益
課税 売却益 売却益

課税 課税

圧縮 15,000 圧縮 15,000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

届出必要

購入金額 100,000 100,000 100,000 30,000 30,000 15,000 15,000

圧縮損 70,000 15,000 15,000

帳簿価額 100,000 100,000 30,000 30,000 15,000 15,000 0
←　課税の繰延額

購入
金額 圧縮

他の土地の売却益の80％までを圧縮できる期間

70,000

　取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を
　受ける旨の届出書を提出すること

要件

　①　平成22年1月1日から12月31日のみ取得の場合は圧縮割合は60％
　②　土地が棚卸資産の場合には特例適用無し。

注意点
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適用対象者

不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を営む者

特に限定無し

個人

法人

取得先の
制限は？

個人

①　配偶者、直系血族、同一生計の親族、内縁関係者からは不可

②　相続、遺贈、贈与及び交換による取得も不可

個人＆
法人 ①　その者の同族会社からの取得、同族会社間での取得は不可

取得土地の
制限は？

個人＆
法人

①　国内の土地等（借地権を含む）に限定

②　棚卸資産を除く

法人

　合併法人等が適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立により、
　被合併法人等が平成２１年から平成２２年までの指定期間内に取得した
　土地等の移転を受ける場合には、合併法人において特例の適用が可能
　です。
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次の特例との
併用は不可

個人＆
法人

①　居住用財産の譲渡の３，０００万円の特別控除（個人）
②　収用の場合の５，０００万円の特別控除及びその他の特別控除（個人）
③　各種の交換、買換え特例（個人）
④　特定事業用資産の買換特例（法人）

譲渡資産 個人 個人は事業の用に供している資産に限って適用。（法人は限定無し）

申告時の注意点

個人

以下の資料の保存し、確定申告書に（写し）の添付が必要です。
１　売買契約書
２　登記事項証明書
３　売買代金領収書
４　仲介手数料領収書
《以下は、非事業用資産の場合には、取得費として活用しますので、保存が必要です。
５　登記費用の領収書
６　不動産取得税の領収書

法人
以下の書類の添付が必要です。
１　本特例に係る別表
２　計算の明細書

届出要件
個人＆
法人

取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までに
「先行取得土地等の届出書」の提出が必要。
これは、単に届出を行うだけの手続きで失念しやすいので注意。


